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はじめに 
 

本検討会は、首都高速道路（株）（以下、会社）が今後とも持続可能な道路
サービスを実現するために、中長期的な視点から目指すべき道路サービスの
方向性、その財源としての利用者負担のあり方について幅広く議論をしてい
くこととしている。 

こうした中、近年の労務費･材料費の高騰に対して、現行のまま維持管理
サービスを提供することが困難である中で、必要な管理水準の確保と、その
財源確保のあり方について持続可能な運営の観点から喫緊に検討を行う必
要があること、および長期的観点であるが償還の確実な実行に関する検討を
開始する必要があることから、先行的に議論を進め、ここに第１次とりまと
めとして公表するものである。 

 

１． 会社が果たすべき役割 
 

（１）道路サービス提供者としての責務 
会社は、首都圏の大動脈である首都高速道路（以下、首都高）の維持･管

理･運営に責務を負う極めて公共性の高い企業であり、2005 年の民営化以降
の 20 年間、首都圏の経済･生活を支える重要インフラである都市高速道路ネ
ットワークの着実な整備とともに、償還期間の延長による大規模更新･修繕
事業などを業務としている。 

 

（２）有料道路事業者としての責務 
会社は、借入金によって都市高速道路整備を行う有料道路事業者として、

健全な経営と公平で利用しやすい料金のもと、２４時間３６５日にわたって
安全･安心･快適な道路サービスの提供を確実に行いつつ、（独）日本高速道
路保有･債務返済機構（以下、機構）から道路資産を借り受け、本来道路管
理者 （東京都、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、さいたま市、国土交通省）
に代わり首都高の維持管理を行うとともに、料金収入による機構への貸付料
の支払を通じて、新設や改築事業等に要した債務を確実に返済する責務があ
る。この責務は道路整備特別措置法に定められたものである。 
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２． 財務状態に関する認識と対応方策 
 
（１）これまでの経営改善の取組 

会社はこれまで、償還を確実にするため、民営化時に目標とした合理的で
公平な対距離料金への移行を目指し、2012 年 1 月には均一料金から料金圏
のない距離別料金へ、さらに 2016 年 4 月には距離別料金から対距離制を基
本とした利用重視の料金体系へ移行するなど、段階的に料金体系の見直しを
進めてきた。その際に、負担増となる長距離利用者に対して、激変緩和の観
点から、大口･多頻度割引の拡充等を順次実施してきた。この間、コスト縮
減等の経営努力に加え、堅調な交通量による安定した料金収入、低金利下で
の資金調達、デフレ下における物価の安定といった僥倖とも言えるべき要因
により、大規模な割引を実施しながらも会社は必要な料金収入を確保し、持
続可能な経営を維持することができた。 

 

（２）持続可能な道路サービスに向けた課題 
利用者が首都高ネットワークを安全･安心･快適に走行可能な環境を持続

的に保つ一連の取組みを進めており、とりわけ利用者の安全･安心の基盤と
なる構造物や設備の点検･補修、事故や故障車への対応、交通規制や情報提
供、災害時の緊急対応など、日々の維持管理業務は首都高ネットワークの機
能と信頼性を支える不可欠なサービスとなっている。 

しかしながら、近年の急激な物価上昇や材料費の高騰、老朽化の急激な進
展、激甚化する災害等により、日々の維持管理コストが大幅に上昇している
中で、維持管理の現場にいるエッセンシャルワーカーへの適正な労務費の確
保･行き渡りを確保する必要が生じている。 

この 10 年間で維持管理コストは約 1.4 倍（2014 年度と 2023 年度の比較）
になり、その要因の半分は昨今の労務費･材料費の高騰によるものである。 

この数年は、低金利下での資金調達や日々の維持管理業務等のコスト縮減
による労務費や材料費等の吸収、グループとしての経営効率化など、会社と
して経営努力を継続的に進め、維持管理コストの増大に対応してきた。一方
で、将来の維持管理コストについては、昨今の労務費･材料費の高騰分を、
機構と締結している現行の協定に見込んでいない。 
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（３）経営改善の必要性 
しかし、少子･高齢化が進む中で、交通量の大幅な増加が見込めず、加えて

金利が上昇局面にあり、また、近年の急激な労務費･材料費の高騰等により
維持管理コストが大幅に上昇し、会社によるコスト縮減努力での対応は限界
を迎えている。引き続き不断の経営努力や説明責任を果たすことが大前提と
なるが、現在の維持管理サービスの水準を維持するならば、現行の料金水準･
料金体系では償還に支障をきたす状況に陥りかねない。もはや僥倖は消失し
たのである。 

今後の対応として、必要な維持管理を確実に行い、利用者に安全･安心な
首都高速道路サービスを日々提供し続けるとともに、償還を確実に進めるた
めには、償還主義及び公正妥当主義の考え方を堅持した上で、利用者負担の
原則に基づき、料金の見直しを早急に行う必要がある。 

 

（４）経営改善の方向性 
料金の見直しは、利用距離に応じた負担額である料率 （キロ当たり料金額）

の全車種における引き上げ、大規模な割引の縮小･廃止などからなる。 
会社による当面 5 年間の収支の試算によると、今年度末に措置切れとなる

大口･多頻度割引の拡充措置を廃止せず、労務費･材料費の高騰等が継続した
場合、償還を確実に進めるためには、年間約 500 億円が不足すると見込まれ
ている。その内訳は、大口･多頻度割引の拡充の継続による年間約 300 億円
の減収、労務費･材料費の高騰による維持管理コストの年間約 200 億円の増
加である。 

また、これまでの料金体系の見直しに伴い長距離利用者や物流事業者等に
対しては、上限料金の導入や大口･多頻度割引の拡充等の措置が講じられて
いる。 

これらの措置は、激変緩和の方策として一定の効果を果たしたものの、大
型車の料金が、割引が適用されない普通車の料金と概ね同等になる等、構造
物に与える影響に応じた公平な負担の観点から割引率が高すぎる点や、割引
が適用されない他の普通車や将来世代の利用者に債務返済の負担が伴う点
を踏まえると、受益と負担の均衡を図るという公平性の観点からも見直す必
要がある。 
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具体的な対応策としては、労務費･材料費の高騰による維持管理コストの
増加について料金徴収期間満了まで対応することを基本に、「大口･多頻度割
引の拡充措置を当初計画どおり終了した上で料率を引き上げる」「拡充措置
は直ちに終了せず 5 年後に終了し料率を引き上げる」「拡充措置の縮小と料
率の引き上げを組み合わせる」などの方法が考えられる。償還を全うするこ
れらの方法は、何れであっても、料率の大幅な引き上げを伴うことになる。 

しかしながら、昨今の物価上昇により国民生活や経済活動が厳しい状況に
あり、政府において緊急経済対策を進めている中で、上記のような大幅な料
金の見直し等を実施することは慎重に検討する必要がある。 

仮に料率を約 1 割引き上げた場合、料金変更による交通量の影響も考慮す
ると、料金収入は年間約 200 億円増えると想定されるが、残る約 300 億円
については将来の利用者に、より多くの負担が及ぶことを意味する。 

 

３． 会社がなすべき事項 
 

会社がなすべき事項について、以下を提言とする。 
 

○ 良質な道路サービスの持続的な提供 
償還が厳しい状況にあるとしても、不断の経営努力を持続し、利用者の
安全･安心を最優先に良質な道路サービスを提供し続けなければならな
い。 

 
○ 真摯な現状認識と主体的な対応 

２に提示した会社の現状を全社で真摯に受け止め、危機意識を共有する
必要がある。そして、主体性をもって早急に必要な措置を講じなければ
ならない。 

 
○ 有料道路事業に関する本質的な説明 

償還のための料金支払と言う有料道路事業の本質が利用者や国民各層
に広く理解されているとは言えない。有料道路事業の持続的な維持には
利用者等の理解は不可欠であるため、責任ある説明をしなければならな
い。 

  



 

5 

４． 今後の課題 
 

今回のとりまとめにおいては、以下のような課題が残されている。 
 

 交通量の大幅な増加が見込めない局面において、今後の社会経済情勢
等が不確実であることを踏まえ、将来にわたって持続的･安定的な経営
を行う観点から、今後の料金水準･料金体系や割引のあり方を検証して
議論する必要がある。 

 労務費･材料費の高騰は改築や更新事業にも影響を与えることから、そ
の対応方策を検討する必要がある。 

 技術開発による更なるコスト縮減や業務効率化の実施、ＥＴＣ専用化
を見据えた弾力的な料金施策の導入、道路事業以外での収入源の拡大
など、経営の高度化･多様化を進める必要がある。 

 首都圏の経済活性化や生活向上に向けた首都高の果たす役割を利用者
に十分に理解してもらえるよう、広報を展開していく必要がある。 

 経営や財務の状態についてのデータが利用者等に理解されがたいので、
データ等の公表方法を工夫する必要がある。 

 料金の意思決定プロセスにおける国や会社の役割分担を検討する必要
がある。 

 
 これらの課題の多くは、関係機関との連携や調整を要するものであるが、
関係者の意見を聴きつつ、検討会においては、今後、中長期的に持続可能
な道路サービスを安定的に確保する観点から、今回残された課題について、
継続的に検討を進めていく。 

 

おわりに 
 

首都高は、首都圏の経済･生活を支える極めて重要な社会インフラであり、
持続可能な道路サービスの提供を実効性あるものにするために、今回残さ
れた課題も含めて、本検討会において一つ一つ検討を重ね、更なるとりま
とめに繋げていくこととする。 
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〇 審議の経過 
   
  第 1 回検討会 2025 年 10 月 27 日（月） 
    首都高速における道路サービスの状況 等 
 
  第 2 回検討会 2025 年 11 月 14 日（金） 
    持続可能な道路サービス提供に向けた現在の状況 等 
 
  第 3 回検討会 2025 年 12 月 1 日（月） 
    持続可能な道路サービス提供に向けた対応の検討 等 
 
  第 4 回検討会 2025 年 12 月 19 日（金） 
    中間とりまとめ(案)に関する検討 
 
 

 

別紙２ 


